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都道府県医師会担当理事 殿  
 

公益社団法人日本医師会  
常任理事 渡辺 弘司  

（公  印  省  略）  
 
 
令和 5 年度臓器移植普及推進月間及び臓器移植推進国民大会の実施、  

厚生労働省の取組に関する国民への周知について  
 
 

平素より、本会会務にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  
臓器移植は、臓器の機能が著しく低下し、移植によってのみ、その回

復が見込まれる人に対して行う医療で、臓器提供者はもとより、広く社

会の理解と支援があって成り立つ医療です。日本では、現在移植を希望

されている方はおよそ 16,000 名ですが、一年間に臓器を提供される方は

およそ 100 名、移植を受けることができる方はわずか 400 名と諸外国に

比べ非常に少ない状況です。  
臓器移植の一層の定着及び推進を図るためには、より多くの方々に臓

器移植に対する理解を深め、臓器提供に関する意思表示をしていただく

ことが極めて重要です。そこで毎年 10 月を「臓器移植普及推進月間」

として、広く国民に対する普及啓発を行うこととしております。  
今般、令和 5 年度臓器移植普及推進月間（ 10 月 1 日～同月 31 日）及

び臓器移植推進国民大会（ 10 月 21 日、広島県）について、別添のとお

り実施することとなり、厚生労働省より本会に対し周知方依頼がありま

した。  
あわせて、臓器移植普及推進月間における厚生労働省の取組であるラ

ジオ、広報誌との連携や普及啓発動画の公開について、国民向けの周知

協力がありました。  
つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただき

ますとともに、貴会管内の関係各所にご周知くださいますよう、よろし

くお願い申し上げます。その際、ポスター、別添を掲示する等の具体的

な方法により周知にご協力をいただけますよう重ねてお願い致します。  
 



===毎年 10 月は臓器移植普及推進月間です=== 
 
臓器移植は、臓器の機能が著しく低下し、移植によってのみ、その回

復が見込まれる人に対して行う医療で、臓器提供者はもとより、広く社

会の理解と支援があって成り立つ医療です。  
移植医療に関心を持たれている方はもちろん、今まで関心がなかった

方や様々な意見を聞いて臓器提供に関するご自身の意思を考えたいと思

われている方は、ぜひご覧ください。  
 
◆第 24 回臓器移植推進国民大会（広島県／WEB 配信）  

【日時】令和 5 年 10 月 21 日（土） 13 時 30 分～ 16 時 30 分  
【プログラム】別添のポスターをご参照ください  
【参加方法】WEB 配信の視聴（事前申し込み不要）  

https://www.youtube.com/watch?v=XZkfTLtkGdQ 
 
◆政府広報ラジオ「青木源太・足立梨花  Sunday Collection」  

【日時】令和 5 年 10 月 15 日（日） 7 時 30～分 7 時 55 分  
【キー局】エフエム東京（TOKYO FM）※全国 38 局ネットで放送  
※放送後一年間、トーク部分のみを抜粋した音声配信が展開されます。 

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/index.html 
 
◆広報誌「厚生労働」（ 2023 年 10 月号）  

特集：あなたの気持ち、行動に移しませんか よし！自分も「臓器提

供」について考えよう！  
https: / /www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/  

 
◆厚生労働省 Youtube チャンネル：動画「移植によってつながるいのち」 

ドナー家族の視点から、臓器提供という尊い意思が、誰かの未来をつ

なぐまでのストーリーを紹介しています。  
https://www.youtube.com/watch?v=mum0AftgEdc  

 
＜臓器提供意思表示について＞  

臓器提供の意思表示は、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカー

ド・意思表示カード・インターネットによる意思登録により行うことが

できます。詳細は、日本臓器移植ネットワークのサイトをご覧ください。  
https://www.jotnw.or.jp/learn/method/ 
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令和５年度臓器移植普及推進月間及び臓器移植推進国民大会

の実施について

　

標記について、 別添１ 「臓器移植普及推進月 間実施要綱」 及び別添２ 「臓器

移植推進国民大会概要」 により実施することとなりま したので、 格段の御配意

をお願いいた します。

　

なお、 この月 間及び国民大会に対 し、 地方における貴下関係機関の御協力が

得られますよう、 特段の御配意を併せてお願い申 し上げます。

厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課

移植医療対策推進室臓器移植係
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別添１

令和５年度臓器移植普及推進月間実施要綱

趣

　

旨

　

臓器移植は、 臓器の機能が著しく低下し、 移植によってのみ、 その回復が見

込まれる人に対して行う医療で、 臓器提供者はもとより、 広く社会の理解と支

援があって成り立つ医療である。 このような移植医療の適正な実施に資するこ

とを目的として、 「臓器の移植に関する法律」が平成９年１０月に施行されて以

来、 脳死下及び心臓が停止した死後における臓器移植が逐次行われ、 一定の実

績を積み重ねてきているが、平成２２年の改正法施行後においても臓器提供事例

は、 顕著な増加を示 していない。

　

今後、 臓器移植の一層の定着及び推進を図るためには、 より多くの方々に臓

器移植に対する理解を深め、 臓器提供に関する意思表示をしていただくことが

極めて重要であることから、 「臓器移植普及推進月間」 を設け、 広く国民に対

して、 普及啓発を行うものとする。

２

　

主

　

催 （予定）

　

厚生労働省、 各都道府県、 （公社） 日本医師会、 （公社） 日本臓器移植ネッ

　

トワーク、 （公財） 日本腎臓財団、 （公社） 日本透析医会

３

　

後

　

援 （予定）

　

文部科学省、 日本放送協会、 （一社） 日本民間放送連盟、 （一社） 日本新聞

協会、 （公社） ＡＣジャパン、 （公財） 健康・体力づくり事業財団、 （公社）

日本看護協会、 （一社） 全国腎臓病協議会、 （一社） 日本腎臓学会、 （一社）

日本透析医学会、 （一社） 日本移植学会、 （公財） 日本アイバンク協会、
ＮＰＯ法人日本移植者協議会

４ 実施期間

　

令和５年１０月 １日 （日） から同月３１日 （火） まで



５

　

重点目標

　

（１） 臓器不全の根治療法である臓器移植について、 理解を深めていただくと

　　

ともに、 できるだけ多くの人々が臓器提供に関する意思表示を行っていた

　　

だくよう広く国民に呼びかける。

　

（２） 国民への啓発とあわせて、 各地域においては、 関係機関の協力により臓

　　

器移植体制の整備・強化を図る。

　

（３）健全な日常生活を営むために疾病予防の重要性を国民に認識してもらう。

６

　

推進月 間の標語

　　

「いの ち へ の優 しさと お も い やり」

　

上記の他、 関係団体において適宜定めるものとする。

　

通知文書・ポスター・チラシ等に本標語を記載する、 テ レビ・ラジオ等にて

呼びかける際に本標語と併せて告知するなどの活用を推奨する。

７

　

実施行事等 （予定）

　

（１） 臓器移植普及推進月間の周知

　　　

臓器移植普及推進月 間を国民一般に周知させるため、 ポスター・パンフ

　　

レット等を作成し、 関係団体などに配布する。

　

（２） 大会の開催等

　　

ア． 臓器移植を推進するための全国民に向けた大会を開催する。

　　　　

臓器移植推進国民大会 （令和５年１０月２１日 （土） 広島県）

　　

イ． 各地域において、 月 間の趣旨に沿った集会、 講演会などを実施する。

　　　　

集会、 講演会などの実施においては、 新型コロナウイルス感染症の感

　　　

染防止に配慮した上で行う。

　

（３） 報道機関との連携

　　　

イ ンターネット、 ラジオ、 新聞等報道機関の協力を得るとともに、 都道

　　

府県広報紙、 関係団体の機関紙の活用を図り、 臓器移植推進に関する広報

　　

を実 施 す る。



別添２

第２４回臓器移植推進国民大会概要

． 目

　

的

臓器移植についての理解を深めるとともに、 臓器移植に関する意思表示を

していただくよう呼びかけること等により、 我が国における臓器移植の一層

の定着推進を図る。

２， 主

　

催 （予定）

　

厚生労働省、 広島県、 （公社） 日本臓器移植ネ ッ トワーク、 （公財） 日本

腎臓財団、 （公財） ひろ しま ドナーバンク

３， 後

　

援 （予定）

　

文部科学省、 （公社） 日本医師会、 （公社） 日本透析医会、 日本放送協会、

　

（一社） 日本民間放送連盟、 （一社） 日本新聞協会、 （公社） ＡＣ ジャ パ ン、

　

（公財） 健康・体力づくり事業財団、 （公社） 日本看護協会、 （一社） 全国

腎臓病協議会、 （一社） 日本腎臓学会、 （一社） 日本透析医学会、 （一社）

　

日本移植学会、 （公財） 日本アイバ ンク協会、ＮＰＯ

　

法人日本移植者協議会、
ＮＰＯ法人腎臓サポー ト協会

４． 期 日 ・ 会 場

令和５ 年 １０月

　

２１日 （土）

「広島県民文化セ ンター」 （広島県広島市）

５． 大会内容 （予定）

　

・移植医療功労者および施設に対する感謝状贈呈、 臓器提供をされた方に対

する追悼

　

・特別 ゲス トによる講演

　

他


	第24回臓器移植推進国民大会A4チラシ.pdf
	speechcontest_A4_ruff_ad菫ｮ豁｣0907ol
	speechcontest_A4_ruff_ad菫ｮ豁｣0907ol2


